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「健康的で快適な暮らしが実感できる
個性豊かな緑のあるまち」の実現に向けて

緑のまちづくりを進めていくために、本市の総合的な指針である「稲沢市ステー
ジアッププラン（第６次稲沢市総合計画）」を踏まえ、緑地の保全及び緑化の推進
に関する基本計画である、「第３次稲沢市緑のマスタープラン」を、市民の皆様の
ご協力をいただき策定いたしました。

緑は、美しい景観の形成によって空間的なゆとりや人の心に潤いをもたらし、暮
らしの中での四季の変化を感じさせてくれます。また、都市環境の改善、レクリエー
ションや健康増進、防災・減災など多様な機能を有し、重要な役割を担っています。

一方で、全国的な人口減少、少子高齢化が進む中、本市においても、人口減少、
少子高齢化の進展が予測され、今後さらなる厳しい財政状況が予想されます。

そうした中で、これまでは緑の量の拡大を重点に進めてきたところですが、今後
は緑の果たす機能を最大限に発揮できるよう、選択と集中の視点を踏まえ、緑の質
を高めていくことが重要になってくるものと考えております。

このため、今回策定いたしました「第３次稲沢市緑のマスタープラン」では、新
たな公園緑地の整備ばかりでなく、本市独自の風景である、植木畑、銀杏畑などの
地場産業としての農地や社寺林、松林などの地域資源の保全活用や、既存ストック
である公園・緑地の利活用を、市民、民間事業者、行政の協働によって進め、「健
康的で快適な暮らしが実感できる個性豊かな緑のあるまち」の実現に向けて全力で
取り組んでまいります。

最後になりますが、本マスタープランの策定にあたりまして、多くのご意見をい
ただきました市民の皆様、ご多忙のところ熱心にご協議いただきました都市と緑の
マスタープラン策定委員会委員の皆様をはじめ、ご協力くださいました関係各位に
厚く御礼申し上げます。

　　令和２年３月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  稲沢市長 加 藤 錠 司 郎
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